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消防用設備等の保守点検業に係る業法の制定を求める意見書 

 

平成２９年１２月のさいたま市の風俗ビル火災や平成３０年１月の札幌

市の自立支援施設の火災など、多くの尊い人命を奪う火災は後を絶たない。 

空気調和設備、電気設備等の建築設備や、警報設備、消火設備等の消防

用設備等が年々高度化・複雑化する中、火災による被害を最小限に食いと

めるには、火災が発生した際に、消防用設備等がその機能を確実に発揮す

ることが重要であり、それには平時における適正な点検や必要な管理、修

繕が不可欠である。 

しかし、消防法において消防用設備等の点検実施及び消防署への結果報

告に係る規定はあるものの、消防法は消防用設備等の保守点検業に係るい

わゆる業法ではないことから、当該業界の所管行政庁はなく、業界を指導・

監督する機能もないため、無資格者による点検の実施や点検業務の質の低

下が懸念されている。 

また、近年、消防用設備等の点検実施に必要な消防設備士などの有資格

者の高齢化や若年入職者の減少に伴う将来の担い手不足が懸念され、人材

の確保が喫緊の課題となっているが、国等が業法に基づいて担い手の育成

や確保の支援を行っている建設業界等とは異なり、当該業界に係る業法が

ないため、このような取り組みは一向に進んでいない状況にある。 

よって国においては、国民の生命、身体及び財産を火災から守るため、

消防用設備等の適正な点検の実施と当該業界の担い手の育成や確保を目的

とする消防用設備等の保守点検業に係る業法を制定するよう強く要望する。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 


